
（一社）都市計画コンサルタント協会の新たな体制への見直し案 

１ 協会体制見直しの視点 

 
２ 協会体制の見直し案 

 
※ これまで総務委員会は業務執行理事を中心に構成し、各委員会間の調整を中心に行ってきたが、業務執

行会議との重複もあり、総務委員会の機能を大幅に見直し、委員構成も見直す。 

■課題 
・発注方式の改善をはじめとする業務環境の改善等、業界団体としての取組が弱い。 
・委員会や部会に参加する人材、会社が限られ、負担軽減が必要なため、協会ビジョンの提言に基
づき、簡素化や効率化する。 

・協会活動への若手技術者の参加促進が必要である。 
・地方都市の協会活動が、会員数が少ない等の理由により、活発に行われていない。 

■見直しの視点 
・総務委員会は、協会活動の企画・運営、情報の収集・発信を主に担う。 
・業務環境の改善は協会活動の重要項目であり、新たに委員会を設置して取り組む。 
・技術の継承、普及・啓発、向上は、一連の活動として、一つの委員会で取り組む。 
・協会の緊急性の高い課題への対応力を高めるための体制を構築する。 
・地区協議会を、地域に本社がある会員会社を中心に、大手コンサルタントの支店等へも働き掛
け、活性化する。 

■体制見直しの基本方針 
・会員会社へのサービス向上と技術者からのニーズに答える協会活動を充実させ、地方へも活動を
展開させる。 

・協会ビジョンで示された５つの主な協会活動、「企業・技術者の活動支援」、「業務環境の改善」、
「技術の向上・継承」、「社会への貢献」、「交流促進」等の役割に応じて再編する。 

・４つの常置委員会へ再構築し、緊急性の高い課題は、タスクフォースとして対応する。 
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